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１．福祉系高校修学資金貸付事業について 

【 概 要 】 

１ この資金は山形県における介護福祉士の確保を図るため、「社会福祉士及び介護福祉

士法」の規定に基づき、学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であって文部科

学大臣及び厚生労働大臣の指定したもの（以下、「福祉系高校」という。）に在学し、卒

業後、山形県内において介護職員等の業務等に従事しようとする方に無利子で貸付ける

資金です。 

２ 福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士の登録を行い、山形県内において

３年間引き続き介護職員等（※）の業務に従事した場合は返還債務の全部を免除するほ

か、一定の事由に該当する場合は、返還債務の全部または一部が免除されることがあり

ます。 
 

（※）居宅サービス等（介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 23条に規定する居宅サービス等をいう。）を提供する事業

所若しくは施設又は第一号訪問事業（同法第 115条の 45第 1項第 1号イに規定する第一号訪問事業をいう。）若し

くは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通所事業をいう。）を実施する事業所における介護職員その他主たる

業務が介護等（社会福祉士及び介護福祉士法第 2条第 2項に規定する介護等をいう。）の業務である者（別表参照） 

 

 

（１）貸付事業の根拠 

・社会福祉法人山形県社会福祉協議会福祉系高校修学資金貸付事業実施要綱 

・社会福祉法人山形県社会福祉協議会介護福祉士修学資金等貸付制度実施要綱 

・社会福祉法人山形県社会福祉協議会介護福祉士修学資金等貸付制度運営要領 

・山形県介護職参入促進事業事務取扱要領 

 

（２）実施主体 

社会福祉法人山形県社会福祉協議会（以下「県社協」という。）が行います。 

 

（３）貸付対象者 

次の要件をすべて満たす方を貸付対象とします。 

① 福祉系高校に令和６年４月に入学または在学している方で、卒業後、山形県内におい

て介護職員等の業務に従事しようとする方。 

② 他の都道府県の本修学資金を借受けていない方。 

 

（４）貸付期間 

貸付期間は福祉系高校に在学する期間です。ただし、正規の修学期間を限度とします。 

 

（５）貸付内容 

貸付金額は、下記の金額を上限とします。 

① 修学準備金 30,000円（入学時） 

② 介護実習費 年額 30,000円 

③ 国家試験受験対策費用 40,000円（卒業時） 
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④ 就職準備金  200,000円（卒業時） 

 

   【各貸付金の使用可能用途】 

   ①介護実習の際に必要な実習着等、修学に必要な準備経費 

   ②介護実習を行う際に必要な交通費、保険料、教材費等 

   ③福祉系高校以外での介護福祉士国家試験受験対策講座の受講費、参考図書等の購入費用等 

   ④福祉系高校を卒業後、就職する際に必要となる経費等 

 ※①～④の貸付金は授業料や入学金に充当することはできません。 

 

（６）貸付利子 

貸付利子は無利子です。ただし、返還期間を過ぎた場合は年 3％の延滞利子を徴収し

ます。 

 

（７）連帯保証人 

連帯保証人は１名必要です。本事業において連帯保証人は法定代理人（親権者または

後見人）とします。 

貸付けを希望する方が外国人留学生（在留資格「留学」により入国した留学生）で、

やむを得ない理由により個人の連帯保証人を立てられない場合は、県社協にご相談くだ

さい。 

連帯保証人は、貸付けを受けた方が貸付金の返還を行わない場合は、全ての返還義務

を負担していただきます。 

 

（８）申請手続き 

申請手続きに必要な書類は次のとおりです。貸付けの申請手続きは、在学する福祉系

高校を経由して行うことになります。 

① 福祉系高校修学資金貸付申請書（第 1号様式） 

② 福祉系高校の在学証明書 

③ 福祉系高校長の推薦状（第 2号様式） 

④ 住民票謄本（発行後３か月以内、本籍記載有、個人番号不要） 

⑤ 申請者と生計を一にする世帯員の収入を証明する書類（同居祖父母も該当） 

 ア）給与所得のみの場合 

→ 源泉徴収票または市町村の所得証明書の写し、及び直近の給与支給明細書の写し 

 イ）営業所得、農業所得などの給与所得以外の所得がある場合 → 確定申告書の写し 

ウ） 年金収入がある場合 → 年金振込通知書または公的年金等の源泉徴収票の写し 

⑥ 保証人の収入を証明する書類（上記⑤参照） 

⑦ 返信用封筒及び切手（封筒サイズは角型 2号。切手は 140円分） 

※貸付けを希望する方が外国人留学生（在留資格「留学」により入国した留学生）で、やむを得

ない理由により個人の連帯保証人を立てられない場合は、追加資料を御提出いただきます。 

 

（９）貸付けの決定 

貸付けの可否は、貸付審査会で審査のうえ決定します。貸付決定の場合、県社協会長

と借受人との間で貸付に係る契約を締結していただきます。 
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（10）資金の交付 

貸付金は借用書の提出を確認後、当該年度１年分の貸付金を指定口座に送金します。

以降は、毎年、進級後の在学証明書の提出を確認後、１年分の送金を行います。   

 

（11）貸付けの打切り（貸付契約の解除） 

次のいずれかに該当することとなった場合は、その日が属する月の翌月分以降の修学

資金の貸付けを打切ります。 

① 退学したとき。 

② 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。 

③ 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

④ 死亡したとき。 

⑤ その他貸付事業の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

 

（12）貸付けの休止 

借受人が、当該福祉系高校を休学又は停学の処分を受け、その期間が年度の全期間に

及ぶ場合は、当該年度分の修学資金の貸付けを休止します。 

 

（13）資金の返還 

借受人は、次のいずれかに該当した場合、当該事由が生じた日の属する月の翌月から

貸付金の返還をしていただきます。 

① （11）に該当した場合 

② 福祉系高校を卒業した日から１年以内に介護福祉士として登録せず、または県内にお

いて介護職員等の業務に従事しなかったとき。 

③ 県内において介護職員等の業務に従事する意思がなくなったとき。 

④ 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により業務に従事できなくなったとき。 

返還は、貸付の必要がなくなったときの翌月から開始していただきます。返還金は一

括または月賦により、指定された金融機関口座へ送金いただきます。 

原則一括による返還となり、山形県内で業務に従事した場合や疾病等により業務に従

事できなくなった場合のみ月賦による返還が可能です。 

月賦による返還期間は、修学資金の貸付けを受けた期間内とします。 

 

（14）返還の猶予 

次に該当する場合は、当該事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することがで

きます。 

① 借受人が、修学資金の貸付けを中止された後も引き続き当該福祉系高校に在学してい

るとき。 

② 借受人が、当該福祉系高校を卒業後さらに大学、専門学校等に進学し修学しているとき。 

③ 借受人が、当該福祉系高校を卒業後、県内において介護職員等の業務に従事している

とき。 

④ 借受人が、災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由があるとき。 
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借受人には、修学資金の返還猶予を希望する場合、関係書類を添えて「修学資金返還猶予申 

請書（第 14号様式）」を提出していただきます。 

 

（15）返還の免除 

 

次に該当する場合は、修学資金の返還を免除することができます。 

① 借受人が、当該福祉系高校を卒業した日から 1 年以内に介護福祉士の登録を行い、

県内で介護職員等の業務に就き、引き続き 3年間その業務に従事したとき。【全額免

除】 

② 借受人が、上記の期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の

故障のため業務を継続することができなくなったとき。【全額又は一部免除】 

③ 借受人が、貸付けを受けた期間以上、県内で介護職員等の業務に従事したとき。【全

額又は一部免除】 

④ 借受人が死亡し、又は障害、行方不明等により修学資金の返還が困難であると認め

られるとき。【全額又は一部免除】 

 

借受人には、修学資金の免除を希望する場合、関係書類を添えて「修学資金返還免除申請書 

（第 15号様式）」を提出していただきます。 

 

（16）福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業への移行 

福祉系高校を卒業した日から1年以内に介護福祉士の登録を行い、介護職員以外の業務（相

談業務や障害福祉職員等）に従事した場合は、福祉系高校修学資金返還充当資金を貸付け、

福祉系高校修学資金の返還に充てることにより、福祉系高校修学資金貸付事業から福祉系高

校修学資金返還充当資金貸付事業へ支援を移行します。 

 なお、返還や返還の責務の免除の運用は、福祉系高校修学資金貸付事業に準じます。 

 

（17）在学証明書等の提出 

借受人には、当該福祉系高校を進級した場合、当該日から 1ヶ月以内に在学証明書及

び履修証明書を提出していただきます。 

 

（18）届出義務について 

借受人（親族及び連帯保証人）は、次に掲げる事情が生じた場合、県社協が定める必

要な書類を県社協会長に提出する必要があります。 

   ① 借受人又は連帯保証人の住所・氏名・勤務先その他重要な事項に変更があったとき。 

   ② 借受人が休学、復学、転学、退学したとき。 

   ③ 借受人が停学又は退学の懲戒処分を受けたとき。 

   ④ 借受人が留年したとき。 

   ⑤ 修学資金の貸付けを辞退するとき。 

   ⑥ 借受人又は連帯保証人が死亡したとき。 

   ⑦ 借受人が本県において介護職員等の業務に従事したとき。 

   ⑧ 借受人が業務従事先を変更したとき。 
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２．借入申請から資金交付までの流れ 

 

貸付申請 

① 以下の書類を、養成施設等を経由して県社協に提出。 

・福祉系高校修学資金貸付申請書（第 1号様式） 

・養成施設の在学証明書 

・養成施設長の推薦状（第 2号様式） 

・住民票謄本（発行後３か月以内、本籍記載有、個人番号不要） 

・申請者と生計を一にする世帯員の収入を証明する書類 

・連帯保証人の収入を証明する書類 

・生活保護受給世帯の方は福祉事務所長等が発行する生活保 

護受給証明書 

・返信用封筒及び切手（封筒サイズは角型 2号。切手は 140円分） 

※貸付けを希望する方が外国人留学生（在留資格「留学」により 

入国した留学生）で、やむを得ない理由により個人の連帯保証人を

立てられない場合は、追加資料を御提出いただきます。 

 

 

審査・決定 

② 山形県社協の貸付審査会において、貸付けの可否を決定。 

③ 貸付けの可否を借入申込者へ通知。 

・選考結果通知書（第 18号様式） 

          

 

契約 

④ 以下の書類を県社協に提出。（契約） 

・借用証書（第 3号様式） 

・誓約書（第 4号様式） 

 ・印鑑登録証明書（借受人、連帯保証人、法定代理人） 

 ・振込口座申請書（第 5号様式） 

 ・個人情報取扱同意書（第 6号様式） 

 

 

資金の交付 
⑤ 指定された口座に修学資金を送金。（分割交付） 

 

※ 在学中、進級した場合は「在学証明書」及び「履修証明書（第 8 号様式）」を県社

協へ提出。 

 

 

 

 

貸付決定の場合 



 

6 

 

３．福祉系高校に在学中の手続き 

 

進級した場合 

① 複数年度にわたり修学資金の貸付けを受けるときは、以下の

書類を毎年 4月中旬までに県社協に提出。 

・在学証明書 

・履修証明書（第 8号様式） 

 

 

 

 

 

休学、停学、留年、

または復学する

場合 

② 福祉系高校を休学・停学、または留年となったときは、「休学・

復学・退学等届（第 16号様式）」を県社協に提出してください。 

※ 休学・停学の期間中は貸付けが休止となります。 

 

③ 復学したときは、「休学・復学・退学等届（第 16号様式）」を

県社協に提出してください。 

 

 

 

貸付けを辞退す

る場合 

④ 退学等の理由による場合を含め、貸付けを辞退するときは、

速やかに「休学・復学・退学等届（第 17号様式）」及び「返還

計画（第 17号様式）」を県社協に提出してください。県社協か

ら「福祉系高校修学資金返還通知書」を送付します。 

 

⑤ 貸付けた修学資金は、返還通知書に基づき期間内に返還して

いただきます。 

 

※ 返還が滞った場合は、連帯保証人に債務の全額を請求し、返還していただきます。 
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４．福祉系高校を卒業後の手続き（返還猶予・返還免除の場合） 

 

◎当該福祉系高校を卒業（資格取得）し、1年以内に県内において介護職員等の業務に従事

した場合には返還の猶予、さらには指定した期間以上その業務に従事した場合には貸付けた

修学資金の返還を免除することができます。 

 

返還猶予申請 

① 卒業後、指定された介護職員等の業務に従事した場合、以下

の書類を提出。 

・卒業届（第 9号様式） 

・資格取得届（第 10号様式）（介護福祉士登録証） 

・業務従事届（第 11号様式） 

・返還猶予申請書（第 14号様式） 

 

返還猶予決定 
② 県社協は返還猶予の可否を決定し、借受人へ通知。 

・返還猶予申請結果通知書（第 19号様式） 

 

 

業務従事 

資格取得後、県内において介護職員等の業務に従事している期

間は、返還猶予となります。 

 

③ 返還猶予期間中は、毎年４月に「業務従事届（第 11号様式）」

を県社協に提出。 

 

④ 休職・退職等になった場合は、「異動届（第 7 号様式）」によ

り県社協に報告。返還を開始していただきます。（猶予できる

場合もありますのでご相談ください。） 

 

 

返還免除申請 

原則として、３年間引き続き県内において介護職員等の業務に

従事した場合、返還免除となります。但し、勤務先の所在地が県

外であっても認められるなど例外があります。 

 

⑤ 返還免除申請に係る以下の書類を県社協に提出。 

・返還免除申請書（第 15号様式） 

・業務従事期間証明書（第 12号様式） 

 

 

返還免除決定 
⑥ 県社協は返還免除の可否を借受人へ通知し、「借用証書」を返

還します。 
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５．福祉系高校を卒業後の手続き（返還の場合） 

 

◎当該福祉系高校を卒業後１年以内に、県内において介護職員等の業務に従事しない場合 

 

卒業報告 

 

① 卒業後、県内において指定された介護職員等の業務に従事し

ない場合、「卒業届（第 9号様式）」を県社協に提出。 

 

※ 留年、または大学・専門学校等に進学の場合、返還猶予が該

当する場合もありますのでご相談ください。 

 

 

 

返還計画作成 

 

② 返還計画（第 17号様式）を県社協に提出。県社協は借受人に

返還通知書を送付。 

※原則一括による返還とします。山形県内で業務に従事した場合

や疾病等により業務に従事できなくなった場合のみ月賦による

返還が可能です。 

 

 

 

返還 

 

③ 返還通知書に基づき、返還開始。 

・指定された金融機関口座への送金による一括または月賦返還 

・返還期間は修学資金の貸付けを受けた期間内とします 

・返還期限を過ぎた場合、年３％の延滞利子が発生。 

 

※ 特別な事情がある場合、返還金の一部が免除になる場合もあ

ります。 

 

 

 

 

返還完了 

 

④ 返還完了を借受人へ通知し、「借用証書」を返還します。 
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６．手続きに必要な提出書類一覧 

 
【在学中】 

（１）必ず提出しなければならないもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

貸付けを申請するとき 貸付申請書 様式１ その他、必要書類を添付

してください。 

 

貸付審査後、県社協は貸

付けの可否を申請者に

通知します。 

 

 

在学証明書  

住民票謄本  

推薦状 様式 2 

貸付けが決定したとき 借用証書 様式 3 

誓約書 様式 4 

印鑑証明書（借受人、連

帯保証人（法定代理人）） 

 

振込口座申請書 様式 5 

個人情報取扱同意書 様式 6 

複数年度にまたがる貸

付けを受けるとき 

在学証明書  進級した際、４月中旬ま

でに県社協へ提出。 履修証明書 様式 8 

（２）貸付けの決定後、変更がある場合、または貸付けが解除になった場合に提出するもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

福祉系高校に修学して

いる者及び連帯保証人

の住所、氏名等の変更 

異動届 様式 7  

休学・転学・停学等 休学・復学・退学等届 様式 16 

 

貸付けを停止します。 

留年したとき 理由により貸付期間を

延長します。 

復学したとき 貸付けを再開します。 

退学したとき 

貸付けを辞退するとき 

貸付解除となったとき 

休学・復学・退学等届 様式 16 返還開始通知を送付し
ますので、返還計画に基

づき返還を開始してい
ただきます。 

返還計画 様式 17 

死亡したとき 異動届 様式 7 死亡診断書等、事実を確

認できる書類添付。 返還計画 様式 17 
 
【卒業後】 

（１）必ず提出しなければならないもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

卒業するとき 卒業届 様式 9  

借受人及び連帯保証人

の住所、氏名等の変更 

異動届 様式 7  
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（２）返還猶予を希望する場合に提出するもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

介護職員等の業務に従

事したとき（している

とき） 

資格取得届 様式 10 登録証の写しを添付。 

業務従事届 様式 11 返還猶予期間中は毎年4

月に提出。 

返還猶予申請書 様式 14  

在学中のとき、他の養

成施設等へ進学したと

き、就職活動中（卒業

後 1年以内）のとき 

在学証明書  他の養成施設等への進

学とは、大学・専門学校

等へ進学した場合です。 

返還猶予申請書 様式 14 

災害・疾病等により業

務に従事できないとき 

返還猶予申請書 様式 14 医師の診断書、罹災証明

書等を添付してくださ

い。 

介護福祉士の資格取得

ができなかったとき 

返還猶予申請書 様式 14 次回の国家試験の受験

意思が確認できれば猶

予される場合がありま

す。 

国家試験受験意思確認

書 

様式 21 

 

（３）返還猶予の事由に変更があった場合、または返還免除申請に提出するもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

業務従事先を変更した

とき 

業務従事先変更届 様式 13  

業務従事期間証明書 様式 12  

特別な事由による退

職・離職等、業務に従

事しなくなったとき

（一部免除の申請をす

るとき） 

返還免除申請書 様式 15 貸付けを受けた期間以

上、介護職員等の業務に

従事した場合、返還義務

の一部が免除になる場

合があります。（自己都

合で退職する場合を除

く） 

異動届 様式 7 

業務従事期間証明書 様式 12 

貸付条件に定める業務

に一定期間以上勤務し

たとき（返還免除に該

当する場合） 

返還免除申請書 様式 15 返還免除が決定される

と、借用証書が返還され

ます。 

業務従事期間証明書 様式 12 

 

（４）返還に至った場合、提出するもの 

事 項 提出書類 様 式 備 考 

返還するとき 返還計画 様式 17  
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別表  

  

１．福祉系高校修学資金の返還債務の免除に係る対象業務（介護職員等の業務） 

 

居宅サービス等（介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 23条に規定する居宅サービス等を

いう。）を提供する事業所若しくは施設又は第一号訪問事業（同法第 115条の 45第 1項第 1号

イに規定する第一号訪問事業をいう。）若しくは第一号通所事業（同号ロに規定する第一号通

所事業をいう。）を実施する事業所における介護職員その他主たる業務が介護等（社会福祉士

及び介護福祉士法第 2条第 2項に規定する介護等をいう。）の業務である者 

 

施設・事業所 職種 

•老人デイサービスセンター 

•指定通所介護（指定療養通所介護を含む） 

•指定地域密着型通所介護 

•指定介護予防通所介護 

•第 1号通所事業 

•指定認知症対応型通所介護 

•指定介護予防認知症対応型通所介護 

•老人短期入所施設 

•指定短期入所生活介護 

•指定介護予防短期入所生活介護 

•養護老人ホーム 

•特別養護老人ホーム 

•指定介護老人福祉施設 

•指定地域密着型介護老人福祉施設 

•軽費老人ホーム 

•ケアハウス 

•有料老人ホーム 

•指定小規模多機能型居宅介護 

•指定介護予防小規模多機能型居宅介護 

•指定看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス） 

•指定訪問入浴介護 

•指定介護予防訪問入浴介護 

•指定認知症対応型共同生活介護 

•指定介護予防認知症対応型共同生活介護 

•介護老人保健施設 

•介護医療院 

•指定通所リハビリテーション 

•指定介護予防通所リハビリテーション 

•指定短期入所療養介護 

介護職員、介護従事者、介助員、支援員（養護老

人ホームのみ）など主たる業務が介護等の業務で

ある者 
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•指定介護予防短期入所療養介護 

•指定特定施設入居者生活介護 

•指定介護予防特定施設入居者生活介護 

•指定地域密着型特定施設入居者生活介護  

•サービス付き高齢者向け住宅 

•指定訪問介護 

•指定介護予防訪問介護 

•第 1号訪問事業 

•指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

•指定夜間対応型訪問介護 

訪問介護員、ホームヘルパー 

•指定訪問看護 

•指定介護予防訪問看護 

看護補助者、看護助手など主たる業務が介護等の

業務である者 

 

 

２．福祉系高校修学資金返還充当資金の返還債務の免除に係る対象業務 

 

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の

範囲等について」（昭和 63年 2月 12日社庶第 29号社会局長・児童家庭局長連名通知）の別

添１に定める職種若しくは別添２に定める職種又は当該施設の長の業務から、介護職員等の

業務を除いた範囲の業務 

（例）相談業務、病院での看護助手、障害福祉施設での介護職員など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

様 式 集 

 

第１号様式   福祉系高校修学資金 貸付申請書 

第２号様式   福祉系高校修学資金 推薦状 

第３号様式   福祉系高校修学資金 借用証書 

第４号様式   福祉系高校修学資金 誓約書 

第５号様式   福祉系高校修学資金 振込口座（申込・変更）申請書 

第６号様式   社会福祉法人山形県社会福祉協議会福祉系高校修学資金貸付及び 

福祉系高校修学資金返還充当資金貸付に伴う個人情報の取扱（同意書） 

第７号様式   福祉系高校修学資金 異動届 

   -２様式  福祉系高校返還充当資金 異動届 

第８号様式   福祉系高校修学資金 履修証明書 

第９号様式   福祉系高校修学資金 卒業届 

第１０号様式  福祉系高校修学資金 資格取得届 

第１１号様式  福祉系高校修学資金 業務従事届 

   -２様式  福祉系高校返還充当資金 業務従事届 

第１２号様式  福祉系高校修学資金 業務従事期間証明書 

   -２様式  福祉系高校返還充当資金 業務従事期間証明書  

第１３号様式  福祉系高校修学資金 業務従事先変更届 

   -２様式  福祉系高校返還充当資金 業務従事先変更届 

第１４号様式  福祉系高校修学資金 返還猶予申請書 

   -２様式   福祉系高校返還充当資金 返還猶予申請書 

第１５号様式  福祉系高校修学資金 返還免除申請書 

   -２様式   福祉系高校返還充当資金 返還免除申請書 

第１６号様式  福祉系高校修学資金 休学・復学・退学等届 

第１７号様式  福祉系高校修学資金 返還計画 

   ‐２様式   福祉系高校返還充当資金 返還計画 

第１８号様式  福祉系高校修学資金 選考結果通知書（承認・不承認） 

第１９号様式  福祉系高校修学資金 返還猶予申請結果通知書 

   -２様式   福祉系高校返還充当資金 返還猶予申請結果通知書 

第２０号様式  福祉系高校修学資金 返還免除申請結果通知書 

   -２様式   福祉系高校返還充当資金 返還免除申請結果通知書 

第２１号様式  国家試験受験意思確認書 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連 絡 先 

 

社会福祉法人 山形県社会福祉協議会 
（担当：山形県福祉人材センター） 

 

    〒990－0021 山形市小白川町二丁目３番３０号 

 

TEL：023－633－7739 ／ FAX：023－633－7730 
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